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高等学校等就学支援金の収入状況届出書等の提出について（通知） 

このことについて、令和５年７月以降の高等学校等就学支援金の収入状況審査を行いますので、下記に

より令和５年８月４日（金）まで【必着】に担当宛て提出してください。 

記 

１ 提出書類 

(１) 既に受給資格認定を受けた者 

収入状況届出者一覧（様式15）※e-Shienにて作成 

ア 個人番号提出済の場合 

提出書類なし 

ただし、課税地が変更になった場合は、「高等学校等就学支援金 課税地確認書」を提出してく

ださい。なお、課税地以外の変更（保護者変更等）がある場合は、以下に記載しているイ①、②又

は③を提出してください（個人番号提出済みの場合は、②及び③省略可）。 

イ 個人番号未提出の場合 

① 収入状況届出書（様式第１号） 

② 個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書及び個人番号確認書類貼付用紙 

貼付用紙に「個人番号カードの写し」を貼付してください。※封入すること 

注１）個人番号カードの写しが提出できない場合は、個人番号が記載された住民票の写し又は

住民票記載事項証明書等を本台紙と併せて提出願います。 

注２）次の場合は、個人番号カードの写しの代わりに通知カードの写しを添付することができ

ます。 

・ 通知カードの記載事項（氏名、住所、生年月日、性別、個人番号）の変更を行うべき事由

が発生しておらず、記載事項に変更がない場合 

・ 令和２年５月25日前までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和２年５

月25日前までに変更手続がとられており、令和２年５月25日以後変更を行うべき事由が発

生していない場合 

③ 【②の書類の提出が困難である場合】「令和５年度住民税課税証明書」（原本又はコピー） 

※ 課税所得額（課税標準額）及び市町村民税の調整控除額等が確認できるもの 

※ 「市町村民税の特別徴収税額の決定・変更通知書」は原則使用しないこと（高等学校等就

学支援金事務処理要領（第12版）第Ⅲ部Ｑ６－６参照）。 



(２) 新たに受給資格認定を受ける者 

  ① 受給資格認定申請書（様式第１号） 

  ② 上記（１）イ②又は③ 

    ※ 令和５年４月以降に②を提出済みの場合は省略可能です。 

  ③ 受給資格消滅通知（前籍校がある場合） 

  ④ 保護者等と生徒の名字が異なる場合、理由を記載した書類（任意様式） 

⑤ 受給資格認定申請者一覧（様式２）※e-Shienにて作成 

 

２ e-Shienシステムについて（業務マニュアル「（学校用）2023.6.28第01.18版」） 

 (１) 収入状況届出について（業務マニュアルp.196～） 

    既に当課において「収入状況届出提出依頼」を行っておりますので、各学校で収入状況届出の提

出を行ってください。 

 (２) 受給資格認定申請について（業務マニュアルp.116～） 

   生徒情報及び意向情報の登録が必要な場合は、適宜行ってください。 

 

３ 留意事項 

・ 別紙１「高等学校等就学支援金収入状況届出に係る留意事項」を確認してください。 

・ オンラインによる申請を行う場合には、別紙２「高等学校等就学支援金収入状況届出（オンライン   

申請）に係る留意事項」を確認の上、手続きを進めてください。 

・ 参考として、「就学支援金リーフレット」を添付します。保護者等への周知などに必要に応じてご

活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：私学振興担当 佐藤 

TEL：019-629-5042 ／ FAX：019-629-5049 

Mail：AH0007@pref.iwate.jp 



 

 

高等学校等就学支援金収入状況届出に係る留意事項 

 

① 申請書及び届出書を提出する場合は、余白に通し番号又は認定番号を付すこと。 

 （例：番号が「23-001-01-000-1234」の場合→「23-1234」） 

② 収入状況届出書と受給資格認定申請書の様式が同じであることから、該当する届出書又は申請書の

どちらか一方にチェックを入れること。 

③ 申請者が郵送により１(１)イ②の書類を学校へ提出する場合は、次の書類を添付させ、学校におい

て本人確認を行うこと。 

・ 写真付きの身分証の写し（運転免許証、パスポート、申請者が生徒の場合は学生証等） 

・ 写真付きの身分証を有していない場合、住民票又は被保険証等の本人確認書類の写しを２種類以

上 

※ 上記の確認書類は、学校において本人確認をするための書類であることから県への提出は不要。

確認後は、各学校の方針に従い処理すること。 

※ 上記の確認書類は、個人番号確認書類提出用封筒に同封しないこと。 

④ 保護者等以外の個人番号確認書類は不要であること。 

  ※ 不要な個人番号確認書類が提出された場合は、県において処分することとする。 

⑤ 個人番号同意書と個人番号貼付用紙はできるだけ両面印刷とすること。 

⑥ 個人番号確認書類は、貼付用紙に糊付けし、貼付欄からはみ出る部分は折る等して、欄内に収まるよ

う貼付すること。（「個人番号確認書類貼付用紙」を参照のこと。） 

⑦ ホチキス留めはしないこと。 

⑧ 鉛筆や消せるボールペンは使用しないこと。また、黒又は青以外の色ペンも使用しないこと。 

⑨ 生年月日、書類作成年月日等は和暦で統一し記入すること。 

⑩ 学校受付日を漏れなく記入すること。 

 

≪課税証明書等の提出を行う場合≫ 

① 課税証明書等のコピーを添付する際は、証明者印や年度等が確実に印刷されているか確認すること。 

② 親権者等が存在しない場合（施設に入所している等）で、本人が成人に達しておらず、所得も得てい

ない場合は、本人の課税証明書の提出は不要であること。 

 

 

別紙１ 


